
Ⅲ．事業手法及び管理運営手法の検討 

 

１．火の山地区の管理区域について 

火の山地区の４つのゾーンをふまえ、区域指定状況や主な所有者を整理する。 

ゾーン 区域指定 主な関係法令 主な所有 

①山頂公園 

自然公園区域 

（旧展望台付近、上駅から山頂園路） 
自然公園法 国 

一部都市公園事業区域 

（駐車場、砲台跡、遊具） 
都市公園法 市 

②ロープウェイ上駅 自然公園区域 自然公園法 国 

③山麓公園 都市公園区域 都市公園法 市 

④関門トンネル人道入口 市街化区域（第一種住居地域） 都市計画法 
ＮＥＸＣＯ 

民間 
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２．近年の都市公園を取り巻く潮流 

近年では、社会の成熟化、市民の価値観の多様化、都市インフラストックの一定の蓄積等をふまえ、都

市公園の整備・運営にあたっては「新たなステージ」への移行が求められており、平成 29 年には「都市公園

法」が改正されている。 

 

【都市公園法改正のポイント：国土交通省 HP より】 

［新たなステージで重視すべき観点］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［主な改正点］ 

①公募設置管理制度の創設（Park-PFI） 

 公園整備と併せて収益施設（カフェ、レストラン等）の設置管理者を公募する手続きを創設 

 制度に基づき、設置管理許可期間の延伸（10 年→20 年）、建ぺい率の特例（2%→12%）、

占用物件の特例（レンタサイクルポート、イベント等の看板・広告塔の設置）等が適用可 

②ＰＦＩ事業に係る設置管理許可期間の延伸 

 ＰＦＩ事業により公園施設を整備する場合、設置管理許可期間をＰＦＩ事業の契約期間と合

わせて延伸が可能（ 長 30 年まで）。 

③保育所等の占用物件への追加（特区特例の全国措置化） 

 保育所やその他の社会福祉施設について、所定の技術的基準等を満たす場合には子応

援管理者は占用を許可可能。 

分類 主な施設 

児童福祉施設 保育所、障害者通所支援施設、放課後児童等の預かり施設 

身体障害者施設 身体障害者福祉センター 

老人福祉施設 老人デイサービスセンター、老人福祉センター 

その他 幼保連携型認定こども園、地方公共団体が条例で定めるもの 
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３．火の山地区の事業手法及び管理運営手法 

（１）官民連携（ＰＰＰ）について 

我が国では、平成 11 年 7 月に制定された「ＰＦＩ法」以降、官民連携（ＰＰＰ）事業の推進は、関係府省庁

で取り組みが進められている。現在、ＰＰＰによる事業手法には様々な手法が展開されており、事業として想

定される規模や性格、民間事業者の意向などを勘案し、事業手法の選定を行うことが重要となる。 

本市では、そうした国の動きのほか、近年の厳しい財政状況や公共施設の適正配置をふまえて「下関市

ＰＦＩ活用指針（第 3 版）：令和 2 年 4 月」を策定しており、今後の公共施設整備等においては、複合化や集

約化等も含めた官民連携の推進を掲げている。 

 

【官民連携（ＰＰＰ）の概念：国土交通省 HP より】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本市においてＰＦＩ手法の優先的検討の対象とする事業：下関市ＰＦＩ活用指針より】 

 

次の①及び②に該当する公共施設整備事業を優先的検討の対象とする。 

① 次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効

果が認められる公共施設整備事業 

ア 建築物又はプラントの整備等に関する事業 

イ 利用料金の徴収を行う公共施設整備事業 

② 次のいずれかの事業費基準を満たす公共施設整備事業 

ア 事業費総額が１０億円以上の公共施設整備事業（建設、製造又は改修を含むものに限る。） 

イ 単年度の事業費が１億円以上の公共施設整備事業（運営等のみを行うものに限る。） 

ウ 上記ア、イの他、国や他の地方公共団体で同種事業の実績が存在する場合で、ＰＰＰ／ＰＦＩ

手法を導入することで市民サービスの向上や財政的効果が期待できる事業 

③ 対象事業の例外 

次に掲げる公共施設整備事業を優先的検討の対象から除くものとする。 

ア 既にＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入が前提とされている公共施設整備事業 

イ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号）に基づく市場

化テストの導入が前提とされている公共施設整備事業 

ウ 民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業 

エ 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業 

オ 総合管理計画に規定する「土木インフラ施設」の公共施設整備事業 
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（２）想定される主な事業手法及び管理運営手法 

火の山地区の整備及び維持管理にあたって想定される手法を整理する。 

事業手法 下関市施工 提案施設のみ民間施工 
ＰＦＩ事業 P-PFI 事業 

管理運営手法 従来型民間委託 指定管理者制度 設置管理許可制度 

主な関係法令 民法 地方自治法 都市公園法 PFI 法 都市公園法 

特徴 

・ 多くの地方公共団体において活用が

図られている委託方式。 

・ 公園内の清掃や警備、保守管理、植

栽管理などを単年度で委託するのが

一般的となっている。 

・ 民間事業者等の人的資源やノウハウを

活用した施設の管理運営の効率化

（サービスの向上、コストの縮減）が主

な目的。 

・ 一般的には施設整備を伴わず、都市

公園全体の運営維持管理を実施。 

・ 公園管理者以外の者に対し、都市公

園内における公園施設の設置、管理

を許可できる制度。 

・ 民間事業者が売店やレストラン等を設

置し、管理できる根拠となる規定。 

・ 民間の資金、経営能力等を活用した

効率的かつ効果的な社会資本の整

備、低廉かつ良好なサービスの提供が

主な目的。 

・ 都市公園ではプールや水族館等大規

模な施設での活用が進んでいる。 

・ 飲食店、売店等の公募対象公園施設

の設置又は管理と、その周辺の園路、

広場等の特定公園施設の整備、改修

等を一体的に行う者を、公募により選

定する制度。 

事業スキーム 

イメージ 

     

事業期間の目安 1 年から複数年 3 年～5 年程度 10 年が上限（更新可） 10 年～30 年程度 20 年以内 

整備事業への適用 
△ 

（施工のみや維持管理のみなど分割） 

× 

（一般的に整備後の運営・管理のみ） 

〇 

（許可を得た特定施設のみの整備） 

◎ 

（複合的な施設整備が可能） 

◎ 

（複合的な施設整備が可能） 

維持管理への適用 
△ 

（契約上の委託業務のみ ※複数） 

〇 

（整備後の運営・管理） 

〇 

（許可を得た特定施設のみの整備） 

◎ 

（複合的な施設整備が可能） 

◎ 

（複合的な施設整備が可能） 

個 

別 

評 

価 

事業の自由度 
△ 

（仕様書等での指定の範囲） 

〇 

（一部の自主事業での創意工夫） 

◎ 

（民間による責任の範囲内） 

◎ 

（官民での創意工夫が可） 

◎ 

（官民での創意工夫が可） 

利用料金制 
× 

（採用不可） 

◎ 

（採用可） 

◎ 

（採用可） 

◎ 

（採用可） 

◎ 

（採用可） 

市の財政負担 
× 

（全ての事業費を市が負担） 

△ 

（一部の自主事業を除き市の負担） 

〇 

（許可施設は民間努力による） 

◎ 

（整備から運営の全体で負担軽減可） 

◎ 

（整備から運営の全体で負担軽減可） 

市の事務負担 
◎ 

（通常の委託作業で可） 

〇 

（通常の委託とモニタリング作業で可） 

〇 

（許可手続き作業で可） 

× 

（諸手続きが必要で負担大） 

△ 

（PFI 事業の一部作業軽減可） 

条例の制定 
－ 

（不要） 

〇 

（必要） 

〇 

（許可手続き作業で可） 

〇 

（必要） 

〇 

（必要） 

議会の承認 
－ 

（不要） 

〇 

（必要） 

－ 

（不要） 

〇 

（必要） 

△ 

（必須ではない） 

下関市 

利用者 

契約締結 委託料支払 

利用料金 

支払 
サービス提供 

受託者（民間事業者） 

下関市 

利用者 

協定締結 
指定管理料 

支払 

利用料金 

支払 
サービス提供 

指定管理者 

下関市 

利用者 

許可申請 

使用料支払 
許可 

利用料金 

支払 
サービス提供 

民間事業者 

下関市 

利用者 

協定締結 

認定公募施設 

計画に基づく 

設置許可 

利用料金 

支払 
サービス提供 

民間事業者 契約 

下関市 

利用者 

ＰＦＩ事業 

契約 

サービス購入費

支払 

利用料金 

支払 
サービス提供 

特定目的会社 

（ＳＰＣ） 

建設 

運営 

維持 

金
融
機
関 

融資 

弁済 
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（３）火の山地区の事業手法及び管理運営手法の選定に向けて 

火の山地区再編整備では、４つのゾーン展開に加えて、ゾーン間動線の再構築など、多種多様な事業・

コンテンツの展開が求められることから、行政負担の軽減・平準化といった側面に留まらず、民間の創意工

夫を 大限に活用し、市民や観光客にするサービスの向上を図る PPP/PFI の活用が求められる。 

そのため、今後は基本構想に基づき、事業の具体化に向けた基本計画の検討のほか、民間事業者への

サウンディング調査、VFM 試算等の PFI 事業の導入可能性の検討を進め、PFI 事業としての導入方針をと

りまとめ、段階的な事業内容の具体化を図っていくことが求められる。 

以下に、今後の検討の大まかな流れを示す。 

 

 

 

 

  

火の山地区観光施設再編整備基本構想の策定 

ＰＦＩ導入可能性調査 

［主な検討事項］ 

・火の山地区観光施設再編整備基本計画 

・事業目的、事業区域、事業内容の整理 

・事業スキームの検討 

・リスク分担の検討 

・民間事業者ヒアリング（1 回目） 

・ＶＦＭの検討 

・ＰＦＩ事業の導入可能性評価 

ＰＦＩ事業実施方針の決定 

［主な検討事項］ 

・特定事業・事業方式の整理 

・民間事業者選定方式の整理 

・事業のリスク分担の整理 

・関係機関期間との調整 

・ＰＦＩ事業の導入実施方針の策定 

特定事業の選定・公表 

民間事業者の募集・選定・公表 

選定事業者との契約締結 

事業の実施・モニタリング 
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４．事業具体化に向けた社会実験の推進 

火の山地区観光施設再編整備基本構想策定以降、官民連携を視野に入れた事業手法を具体化して

いく中で、地域関係者の参画促進や市民・観光客への火の山地区の再認識を目的に社会実験を実施し、

切れ目のない段階的な事業ステップの展開を目指す。 

 

【社会実験の目的～火の山地区観光施設再編整備の第一歩として社会実験を実施～】 

 

 

 

 

 

 

 

【社会実験を企画・実施する上でのポイント】 

① イベント実施が主目的ではなく、将来の事業化への課題把握を主眼に置いた取り組み 

・ 社会実験は、火の山地区再編整備推進への課題・リスク把握することを主眼として、

将来的な事業主体（プレイヤー）探し、人材・組織づくりを意識した取り組みとする。 

② 火の山地区の魅力に共感を持ち、将来は事業協力が期待できる人材・組織の参加 

・ 火の山地区の各ゾーンの魅力に共感を持って、将来的には、積極的かつ主体的に事

業化へ参加・協力が期待できる個人や組織の参加を促す。 

③ 火の山地区の個々のゾーンでの事業展開、全体的なコーディネーターの両方向の視点 

・ 火の山地区の各ゾーンを対象とした個々の事業のほか、火の山地区全体のコーディネ

ートを担える主体の参加を意識する。 

④ 全国的に取り組む先行企業と地元人材・組織・団体とのマッチング 

・ 火の山地区全体での魅力向上、持続可能な運営に向けて、先行的なノウハウを持つ

全国展開企業と、市内の人材・組織・団体とのマッチングにより、社会実験を実施。 

⑤ 段階的なステップアップから事業手法決定、事業実施までの継続的な取り組み 

・ 社会実験は一過性のイベント的取り組みではなく、将来的な火の山地区再編整備及

びその後の持続可能な事業展開につなぐ、段階的なステップアップを目指す。 

⑥ 各年度社会実験における、PDCA サイクル及び再編整備実施に至る PDCA サイクル 

・ 各年度に実施する社会実験は、事業計画立案時に目的や評価指標を定め、実施結

果を検証するとともに、その翌年に向けた事業への展開を図り、火の山地区再編整備

事業の実現に至る PDCA サイクルの評価を実施する。 

 

社会実験の段階的な展開イメージを以下に示す。また、事業内容や規模に応じて、国等の財源面や制

度面での各種支援制度の活用も視野に展開を図っていく。 

【社会実験を通じた段階的な展開イメージ】 

 

【現状】市民・観光客の低い認知度、来訪者減少、施設老朽化、維持管理の逼迫 

【将来】賑わいや憩いの場とし広く周知、市内の主要観光スポット、持続可能な体制 

令和２年度 ～民間事業者等とのワークショップによる意見交換～（実施済み） 

ステップ １ ～多様な主体参加による火の山での期間限定フィールド実験～ 

ステップ ２ ～将来的な再編整備におけるビジネスモデルを意識した実験～ 

ステップ ３ ～事業手法の決定、事業者選定、具体的な事業推進～ 

事
業
内
容
・事
業
手
法
の
検
討 
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